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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき，公益社団法人日本

保安用品協会（JSAA）及び財団法人日本規格協会（JSA）から，工業標準原案を具して日本工業規格を改

正すべきとの申出があり，日本工業標準調査会の審議を経て，厚生労働大臣及び経済産業大臣が改正した

日本工業規格である。 

これによって，JIS T 8152:2002 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。厚生労働大臣，経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の

特許出願及び実用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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日本工業規格       JIS 
 T 8152：2012 
 

防毒マスク 
Gas respirators 

 
序文 

この規格は，1955 年に JIS B 9903（防毒マスク）として制定され，その後数回の改正を経て今日に至っ

ている。前回の改正は 2002 年に行われたが，その後の対応すべき有毒ガスの増加，それに対応する吸収剤

の開発，試験技術の発展，的確な表現などに対応するために改正した。 

なお，対応国際規格は現時点で制定されていない。 

 

1 適用範囲 

この規格は，事業場その他の場所で，有毒なガス若しくは蒸気（以下，有毒ガスという。）又は有毒ガス

と混在する粒子状物質を除去することで空気を浄化して吸入するための防毒マスク（以下，マスクという。）

について規定する。 

 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS T 8001 呼吸用保護具用語 

JIS Z 8102 物体色の色名 

JIS Z 8721 色の表示方法－三属性による表示 

 

3 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，JIS T 8001 による。 

 

4 種類 

マスクの種類は，表 1 による。 

吸収缶の種類は，表 2 のとおりとし，更にそれぞれ防じん機能付きと防じん機能なしとに区別する。 

防じん機能付き吸収缶の粒子捕集効率による等級別記号は，表 3 による。 

注記 防じん機能付き吸収缶は，粒子状物質も併せて捕集除去することを目的としたものであり，ろ

過材が内蔵されているものと，ろ過材が分離できるものとがある。 


